
議
員
提
出
第
十
九
号
議
案

改
正
貸
金
業
法
の
堅
持
及
び
多
重
債
務
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書

深
刻
な
多
重
債
務
問
題
解
決
の
た
め
、
平
成
二
十
二
年
年
六
月
十
八
日
に
、
改
正
貸
金
業
法
の
焦
点
で
あ

っ
た
出
資
法
の
上
限
金
利
の
引
き
下
げ
及
び
収
入
の
三
分
の
一
以
上
の
貸
付
の
禁
止
（
総
量
規
制
）
等
の
完

全
施
行
が
な
さ
れ
て
か
ら
二
年
が
経
過
し
た
。

そ
の
結
果
、
警
察
庁
の
発
表
に
よ
る
と
、
五
社
以
上
の
借
り
入
れ
を
有
す
る
多
重
債
務
者
が
法
改
正
時
の

二
三
○
万
人
か
ら
四
四
万
人
に
激
減
し
、
自
己
破
産
者
は
一
七
万
人
か
ら
一
○
万
人
に
、
多
重
債
務
に
よ
る

自
殺
者
は
一
九
七
三
人
か
ら
九
九
八
人
に
半
減
す
る
な
ど
、
同
法
改
正
は
多
重
債
務
対
策
と
し
て
大
き
な
成

果
を
上
げ
て
い
る
。

各
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
国
の
「
多
重
債
務
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
踏
ま
え
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を

強
化
し
、
多
重
債
務
者
の
相
談
や
救
済
、
そ
し
て
生
活
再
建
を
め
ざ
し
た
施
策
を
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

他
方
、
一
部
に
は
、
消
費
者
金
融
か
ら
借
り
ら
れ
な
い
人
が
い
わ
ゆ
る
ヤ
ミ
金
業
者
か
ら
借
り
入
れ
せ
ざ

る
を
得
ず
、
特
に
資
金
調
達
が
制
限
さ
れ
た
零
細
な
中
小
企
業
者
の
需
要
を
充
た
す
た
め
と
い
う
理
由
で
、

再
び
金
利
引
き
上
げ
や
総
量
規
制
の
緩
和
を
求
め
る
動
き
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヤ
ミ
金
融
に
つ
い
て
は
司
法
や
警
察
当
局
の
努
力
に
よ
り
、
相
談
件
数
、
検
挙
数
と
も

減
っ
て
お
り
、
被
害
が
拡
大
し
て
い
る
証
拠
は
な
い
。
ま
た
、
正
規
の
業
者
か
ら
借
り
ら
れ
な
い
人
に
対
し

て
は
、
高
金
利
に
頼
ら
な
く
て
も
生
活
で
き
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築
や
総
合
的
な
生
活
・
経
営
相
談

が
で
き
る
体
制
を
更
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
は
、
現
行
の
改
正
貸
金
業
法
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
多
重
債
務
対

策
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
取
り
組
み
を
強
化
・
推
進
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

現
行
の
改
正
貸
金
業
法
を
堅
持
し
、
上
限
金
利
の
引
き
上
げ
や
貸
付
の
総
量
規
制
の
緩
和
を
行
わ
な
い

こ
と
。

二

政
府
の
「
多
重
債
務
問
題
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
着
実
な
実
行
に
向
け
、
個
人
及
び
中
小
企
業
者
向
け

に
貸
付
や
生
活
・
経
営
相
談
が
で
き
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
更
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

三

貸
金
業
者
に
よ
る
脱
法
行
為
を
厳
し
く
監
視
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
・
多
重
債
務
対
策
協
議
会
に
お

け
る
実
態
の
検
証
・
分
析
の
強
化
と
内
閣
の
多
重
債
務
者
対
策
本
部
と
の
有
機
的
な
連
携
を
は
か
る
こ

と
。

四

地
方
の
消
費
者
行
政
に
携
わ
る
人
材
の
支
援
・
育
成
、
各
地
方
自
治
体
で
の
多
重
債
務
相
談
体
制
の
強

化
な
ど
、
地
方
消
費
者
行
政
の
充
実
強
化
に
向
け
、
一
層
の
予
算
措
置
を
行
う
こ
と
。

五

深
刻
な
不
況
や
円
高
等
の
影
響
を
受
け
て
い
る
中
小
企
業
が
「
短
期
・
高
利
」
の
資
金
に
依
存
し
な
く

て
す
む
よ
う
、
緊
急
保
証
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
及
び
金
融
円
滑
化
対
策
等
を
充
実
す
る
と
と
も

に
、
総
合
的
な
経
営
支
援
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

六

ヤ
ミ
金
融
撲
滅
に
向
け
て
引
き
続
き
一
層
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
日

大
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会
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長
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消
費
者
及
び
食
品
安
全
担
当)

内
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大
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淳

殿

（
金
融
担
当
）
事
務
代
理


